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平成30年7月24日
需要担当：市町村課  楠本・干野
（内）2134（直）095-895-2134
収入担当：税務課  大串・荒木
（内）2214（直）095-895-2214  

平成３０年度 普通交付税決定額について（市町分） 
 

１．算定結果の概要（本県市町分）  
 

（単位；千円、％）

平成３０年度 平成２９年度 増　減　額 増減率

交付決定額
（当初算定）

交付決定額
（当初算定）

Ａ－Ｂ Ｃ／Ｂ

Ａ Ｂ Ｃ

(198,490,158) (205,414,719) (△6,924,561) (△3.4)

177,456,070 183,955,161 △ 6,499,091 △ 3.5

(177,605,522) (184,064,799) (△6,459,277) (△3.5)

158,601,667 164,649,047 △ 6,047,380 △ 3.7

(20,884,636) (21,349,920) (△465,284) (△2.2)

18,854,403 19,306,114 △ 451,711 △ 2.3

(8兆7,057億円) (8兆9,254億円) (△2,197億円) （△2.5）

6兆9,045億円 7兆977億円 △ 1,932億円 △ 2.7

(19兆345億円) (19兆3,953億円) (△3,608億円) （△1.9）

15兆480億円 15兆3,501億円 △ 3,021億円 △ 2.0

区　分

長崎県市町分

全国総額

市　計

町　計

全国市町村計

 

 

 

◆普通交付税決定額は、１，７７４億５６百万円で前年度比３．５％の減        

（△６４億９９百万円）となった。 

臨時財政対策債
※
を含めた実質的な普通交付税は１，９８４億９０百万円で 

前年度比３．４％の減（△６９億２５百万円）となった。 

  

 

◆平成３０年度の基準財政需要額、基準財政収入額、普通交付税額 

区    分  額(百万円）
対前年度比

（％）
[ 参考 ] 対前年度比（％）

（全国市町村分）

基準財政需要額（A） 320,017 △1.7 ＋0.1

基準財政収入額（B） 142,251 +0.5 ＋1.3

調整額（C） 310 +20.6 ＋20.8

普通交付税額(A)-(B)-(C) 177,456 △3.5 △2.7
 

 
※ 臨時財政対策債：地方一般財源の不足に対処するために、交付税の振替財源として発行される 

地方債（実質的な交付税）である。 

 

注：（ ）書きは、普通交付税交付決定額に臨時財政対策債※発行可能額を加算した額 
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（参考）本県市町村分の交付額の推移

Ｈ21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
(2,137) (2,357) (2,321) (2,299) (2,305) (2,280) (2,217) (2,116) (2,054) (1,985)
1,902 2,012 2,053 2,034 2,026 2,008 1,964 1,909 1,840 1,775

(6.2) (10.3) （△1.5） （△1.0） (0.3) （△1.1） （△2.8） （△4.5） （△2.9） （△3.4）
2.2 5.8 2.0 △1.0 △0.4 △0.9 △2.2 △2.8 △3.6 △3.5

（注）（　　）は、臨時財政対策債発行可能額加算後。

対前年度伸率
（％）

区分
交付額

（億円）

 

 

 

２．本県市町における普通交付税算定の主な増減要因 

  

○基準財政需要額 ３，２００億１７百万円（県計対前年度比１．７％の減） 
  

（１） 費目別の主な増要因 
 
①臨時財政対策債償還費（公債費） 

【対前年度比 ５．３％増 （＋１０億５３百万円）】 

（理由）平成２６年度発行債の元金償還開始による増 
 

②社会福祉費 

【対前年度比 １．７％増 （＋６億４３百万円）】 

（理由）障害児保育に要する経費等を拡充したことによる単位費用の増 
 
③高齢者保健福祉費（７５歳以上） 

【対前年度比 ２．０％増 （＋３億４９百万円）】 

（理由）単位費用の増による増    

  

 

（２）費目別の主な減要因  
 
①包括算定経費（人口） 

【対前年度比   ４．９％減 （△１７億３４百万円）】 

（理由）積算根拠の見直しによる単位費用の減 
 

②地域経済・雇用対策費 

【対前年度比 １００．０％減 （△１１億７百万円）】 

   （理由）費目の廃止による減 
 
③財源対策債償還費 

【対前年度比 １３．７％減  （△７億６５百万円）】 

   （理由）平成９年度発行債の償還終了による減 
 
④道路橋りょう費（延長） 

【対前年度比   ７．９％減  （△５億２３百万円）】 

（理由）平成９年度発行債の償還終了による減 
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（３）合併算定替の段階的縮減による減  

    【対前年度比 △３０億６３百万円】 

（理由）合併算定替の段階的縮減が進んだことによる減 

 

※ただし、平成の大合併を踏まえ、「市町村の姿の変化に対応した交付税算定
（新たな財政支援措置）」として、平成２６年度から交付税の算定方法の見直し
が行われている。 

見直しの結果、従来の合併算定替に基づく縮減では、７５億円減少するとこ
ろであったが、新たな財政支援措置により縮減額が大幅に緩和され、３１億円の
減少でとどまっており、＋４４億円の効果が生じている。 

（単位：百万円）

新たな財政支援措置
に基づく段階的縮減
額の対前年度増減額

従来の合併算定替に
基づく段階的縮減額
の対前年度増減額
（試算値）

新たな財政支援措置
による効果額

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ）

長崎市 0.3 △ 187 △ 785 598

佐世保市 0.3 △ 335 △ 773 438

島原市 0.5 △ 52 △ 137 85

諫早市 0.3 △ 297 △ 715 418

平戸市 0.5 △ 116 △ 333 217

松浦市 0.5 △ 25 △ 203 178

対馬市 0.1 △ 391 △ 822 431

壱岐市 0.1 △ 297 △ 456 159

五島市 0.3 △ 299 △ 623 324

西海市 0.5 △ 139 △ 480 341

雲仙市 0.5 △ 275 △ 779 504

南島原市 0.5 △ 337 △ 906 569

新上五島町 0.3 △ 313 △ 501 188

合計 - △ 3,063 △ 7,513 4,450

(注）１．合併算定替の段階的縮減の率

　　　　１年目＝０．９、２年目＝０．７、３年目＝０．５、４年目＝０．３、５年目＝０．１

市町名
段階的
縮減率

(注）２．長崎市、佐世保市については、複数回の市町村合併が行われているため、H３０年度
の縮減率は、一部の構成区域に係る縮減率となっている。
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○基準財政収入額 １,４２２億５１百万円（県計対前年度比０．５％の増）  

 

 （１）主な増要因 
     

① 地方消費税交付金 

【対前年度比 ４.５％増（＋ ９億９百万円）】 

   （理由）平成３０年度税制改正による精算基準の見直しによる増 

     

② 市町村民税法人税割 

【対前年度比  ９．１％増（＋ ５億８百万円）】 

   （理由）企業収益の増によるもの 

 

③ 市町村民税所得割 

【対前年度比  １．０％増（＋  ４億２６百万円）】 

（理由）納税義務者数及び所得の増によるもの 

 

（２） 主な減要因  
 

① 固定資産税（家屋） 

【対前年度比  ２．３％減（△ ５億８０百万円）】 

（理由）３年に１度の評価替えによる平均価額の減によるもの 

 

② 市町村たばこ税 

【対前年度比  ７．３％減（△ ５億５１百万円）】 

（理由）喫煙者の減少による売渡し本数の減 
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